
１　総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 ％

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　職員数は、平成２９年４月１日現在の人数です。
　　　３　給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。

（3）ラスパイレス指数の状況

　

Ｂ／Ａ　　

　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み。

7,398

期末・勤勉手当 一人当たり給与費

（参考）政令指定都市平均

6,962

（参考）一人当たり給与費

（参考）

Ｂ／Ａ

人 件 費

給 与 費

平成28年度の人件費率

24.8%

　　　　　計　　　　　Ｂ

49,119,371

718,192

実 質 収 支

17.3

職員手当

　　　　　３　政令指定都市平均とは、政令指定都市のラスパイレス指数を単純平均したものです。

29年度

　　　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した
　　　　　　地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
　　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

6,640

　　　　　　Ａ

28,434,274

29年度

職員数区　分

区　　分 歳 出 額

Ａ

住民基本台帳人口

（平成30年1月1日現在）

相模原市の給与・定員管理等について

Ｂ

人 件 費 率

給　 料

283,547,810

12,309,412

7,839,166 70,381,621

※　平成３０年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、

　（注）　１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、
　　　　　　　　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

8,375,685

H27.4.1

100.1 

H27.4.1

101.2 H27.4.1

98.7 

H28.4.1

99.5 

H28.4.1

100.1 
H28.4.1

99.1 

H29.4.1

99.9 

H29.4.1

99.9 
H29.4.1

99.1 

H30.4.1

99.5 

H30.4.1

100.3 
H30.4.1

99.1 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

相模原市 政令指定都市平均 全国市平均

（100.1） （99.5） （99.9） （99.5）
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（4）給与改定の状況

①月例給

円

％

    （注）  「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会の勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した
    　　　 平均給与月額です。

②特別給（期末・勤勉手当）

    （注）  「民間給与の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は
　　　　　　期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

（5）給与制度の総合的見直しの実施状況について

（支給割合）国基準１２％に対し、相模原市においては、平成２８年４月１日より１２％を支給。

（実施時期）平成２８年４月１日より実施。

（6）特記事項
特になし

国基準による
支給割合

相模原市の支給割合

10%

9.75% 10% 10%

平成２７年度の支給割合

10% 10.5%

遡及改定後

12%

12%

勧告

0.15

公務員の支給月数 較差

３０年度

0.05

553

（改定月数）

人事委員会の勧告

人事委員会の勧告

３０年度

②地域手当の見直し

①給料表の見直し

4.45

国の改定率
給与改定率

373,902

平成２６年度
の支給割合

[　　実施　　　未実施　　]

Ａ

4.40 月

Ａ

平成２８年度の
支給割合

4.46 月

（給料表の改定実施時期）平成２８年４月１日
（内容）国との均衡に留意しつつ、給料表を平均約１．６％引下げ。

③その他の見直し内容

月

民間給与

円

区　分

％

勧告

373,349 0.15

月 0.06

Ｂ

区　分

公務員給与

円

　　　　【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び
　　　　　　　　地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされています。

　実施内容（国基準における場合の支給割合及び相模原市の支給割合）

（0.15）
％

較差

Ａ－Ｂ （改定率）

４月１日時点

％

（参考）

0.16

月 4.45 月

国の支給月数

（参考）

年間支給月数

Ａ－ＢＢ

民間の支給割合
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３０年４月１日現在）
　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 - 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成27～29年の3ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

　　　　③消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　④医療職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　⑤教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

１　「平均給料月額」とは、３０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、　 

　地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。

政令指定都市平均 41.5

相模原市 38.9

（注）

348,988 419,001

340,241

区分

371,499

平均年齢

平均給料月額
平均給与月額

（国ベース）

国 －

39.3

426,390

379,849

504,548

49.3 499,843

427,624

316,389

410,940

769,542

383,879325,880

（国ベース）

－

404,205 －1,072

8,340,670

4,038,000

－

376,933

2,553 328,637

483,091

平均年齢

360,460

343,038

－351,807

376,713

398,306

423,532

440,972

平均給与月額

372,259

393,957

平均給与月額
（国ベース）

神奈川県 40.6 420,795

408,631

343,745

898,078

260

2.35

56.1

319,652

用務員

廃棄物処理業

320,011

平均給与月額

（国ベース）

364,891

415,324

－

1,053,687

平均給料月額

868,252

403,965

395,319

平均給与月額

相模原市

平均給与月額

424,826

区分

2,980,900 2.80

382,666

8

35

50.7

平均給与月額

平均年齢

52.1

51.6

政令指定都市平均

政令指定都市平均

政令指定都市平均

286,817

－ －

5,993,990

49.8

平均給料月額

平均給与月額

－

自家用乗用自動車運転者 56.3

320,394

平均給料月額

305,523

公務員

（Ｃ）

相模原市

うち清掃職員

－

民間

415,937

2,808,700

区分

区　分

うち用務員

6,815,037

うち学校給食 3,797,100

6,595,742

平均年齢

うち自動車運転手

相模原市

537,840

353

－

1.58

－

参考

年収ベース（試算値）の比較

1.69

Ｃ／Ｄ
（Ｄ）

38.7 317,657

55.1

319,966

43.5

307,719

平均給料月額

相模原市

43.3

区　分

相模原市

政令指定都市平均

329,845

うち清掃職員

52.3

51.6 158

92

区分

職員数

40.3

平均年齢

333,447

うち用務員

うち学校給食

41.8

国

公務員

422,046

363,697

神奈川県

（Ａ）

850,723

平均給与月額 平均給与月額

調理士

－

－－

－国

神奈川県

うち自動車運転手 240,500

平均年齢
の類似職種

1.28

－

－

－

1.97

293,000

284,600

207,200

2.24

参考

Ａ／Ｂ

民間

対応する民間

（Ｂ）

53.8

52.0

－

－

1.4445.8

41.6

55.6
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（2）職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 - －

円 － －

円 － －

円 － －

円 － －

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

－ 円 円 円

円 円 円 －

円 円 円 円

－ － － －

円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成３０年４月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

（注）１　相模原市一般職の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（注）１　平成１９年に７級制から８級制に変更している。（新たに８級（局長）を設置）

（注）２　平成２１年に８級制から９級制に変更している。（旧給料表の１級を１級及び２級に分割）

167,000

技能労務職

206,600

149,200

中　学　卒

区分

182,100 179,200

国

335,350

442,154

589

384,067

140,700

360,121

経 験 年 数 ２ ５ 年

147,100

363,512

314,863

経 験 年 数 ３ ０ 年

403,796

207,500

神奈川県

経 験 年 数 １ ０ 年

大　学　卒

該当者なし

373,987

７　級

389,324

高　校　卒

該当者なし

21.4

職員数

582

16.0

245,200

大　学　卒

大　学　卒

高　校　卒

相模原市

151,500

医　大　卒

教　育　職

高　校　卒

一般行政職

消　防　職

　※清掃職員の場合

大 学 卒

医　療　職 大 学 ６ 卒

高　校　卒

該当者なし

区　　　         分

259,326

206,400

148,000

128,900

経 験 年 数 ２ ０ 年

会計管理者、部長

副主幹

主任

医　療　職

13

高　校　卒

395,575

一般行政職

消　防　職

技能労務職

379,220

335,680

教　育　職

大　学　卒

322,573該当者なし

217,475

大　学　卒 274,135

10.9主事

該当者なし

297

246,780

区　　分

課長

21.7

５　級

標準的な職務内容

435

４　級

379

主査

主事

311,612

２　級

６　級

参事

構成比

１　級

325

70

14.0

３　級

局長、区長

12.0

0.5

25

９　級

８　級 0.9

185,800

345,261

405,844

375,481

419,877

2.6 360,600

1号給の
給料月額

379,100

225,000

466,700

285,900

316,500 407,500

391,900

139,100

348,100

525,600

443,000

406,200

302,300

該当者なし

189,100

259,400

456,500

最高号給の
給料月額

245,400

１級

10.9%

１級

12.8%
１級

11.7%

２級

16.0%

２級

15.9% ２級

9.6%

３級

21.7%

３級

19.9%

３級

16.6%

４級

21.4%

４級

24.2%

４級

24.4%

５級

14.0%

５級

13.1%

５級

16.5%

６級

12.0%

６級

10.8% ６級

15.9%

７級

2.6%

７級

2.1% ７級

3.8%

８級

0.9%
８級

0.7%
８級

1.0%

９級

0.5%

９級

0.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成３０年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

９級

0.5%
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（2）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成３０年４月１日現在）

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

市１級

市２級

市３級

市４級

市５級

市６級市７級

市８級

市９級

昇 給

国10級
相模原市（H30）

国家公務員（H30)

（百円）

給

料

月

額

平成30年４月１日時点

国９級

国８級

国７級

国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級
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（3）昇給への人事評価の活用状況

４　職員の手当の状況

（1）期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

・役職加算 ５％～２０％ ・役職加算 ５％～２０％ ・役職加算 ５％～２０％

・管理職加算 １０％～２０％ ・管理職加算 １０％～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）

（2）退職手当（平成３０年４月１日現在）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

定年

19.6695 月分

最高限度額

国

47.709 月分

（２９年度支給割合）

（1.45）

その他の加算措置

自己都合

職制上の段階、職務の級等による加算措置

24.586875 月分

33.27075 月分

39.7575 月分

一般職員

19.6695 月分

○

○

22,480 千円１人当たり平均支給額 6,294 千円

期末手当

勤続２０年勤続２０年

47.709 月分

その他の加算措置

相模原市

47.709 月分

2.60

（支給率）

定年前早期退職特例措置
(2～20%加算)

（0.85）

（加算措置の状況）

（1.45）

勤続２５年 28.0395 月分

１人当たり平均支給額（29年度）

　イ　人事評価を活用している

平成30年4月2日から平成31年4月1日までにおける
運用

　標準の区分のみ（一律）

33.27075 月分

39.7575 月分

47.709 月分

勤続３５年 勤続３５年

勤続２５年

最高限度額

28.0395 月分

（1.45）

応募認定・定年

24.586875 月分

47.709 月分

　ロ　人事評価を活用していない

活用している成績率

活用している昇給区分

定年前早期退職特例措置
(2～45%加算)

○

　標準、下位の区分

○

平成30年度中における運用

１人当たり平均支給額（29年度）

（0.85）

2.601.80

　上位、標準、下位の区分

　上位、標準の区分

自己都合

昇給可能な
区分

昇給可能な
区分

○ ○

○

（0.85）

－

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

勤勉手当

○

　ロ　人事評価を活用していない

（２９年度支給割合）

勤勉手当

国

（２９年度支給割合）

支給実績が
ある成績率

1.80

神奈川県

（加算措置の状況）

　上位、標準、下位の成績率

1,754

職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.802.60

期末手当

相模原市

（支給率）

　標準の成績率のみ（一律）

　標準、下位の成績率

1,557

　上位、標準の成績率

47.709 月分

○

期末手当 勤勉手当

　イ　人事評価を活用している

管理職員

○

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

管理職員 一般職員

○ ○

昇給実績が
ある区分

昇給実績が
ある区分

6



（3）地域手当（平成３０年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

（4）特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）

千円

　円

　％

（5）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

突発的に発生した業務に対処するために緊急
の呼出しを受け深夜において行うもの

当該業務に従事した小・中学校の教
育職員（校長、副校長を除く）

突発的に発生した業務に対処するために緊急
の呼出しを受け深夜において行うもの

深夜において３時間以上勤務：1,240円
深夜において３時間未満勤務：620円

1,808,197

410

時間等により、日額900円～7,500円

修学旅行等指導業務
当該業務に従事した小・中学校の教
育職員（校長、副校長を除く）

修学旅行、林間学校、臨海学校等におい
て児童又は生徒を引率して行う指導業務

宿泊しないとき1,100円
宿泊のあるとき4,000円

部活動指導業務
当該業務に従事した小・中学校の教
育職員（校長、副校長を除く）

学校の管理下において行われる部活動又は学校行事
として行われる保健・安全的行事における児童又は生
徒に対する指導業務

時間等により、日額300円～3,000円

非常災害時の緊急業務
学校の管理下において行う非常災害
時等の緊急業務

支給実績（２９年度決算） 1,846,365

日額330円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２９年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

災害のため出動して行う応急対策業
務

支給対象地域

日額400円

1勤務180円、230円

3,808,353

道路技能員が交通を遮断することなく行う
道路の維持修繕の作業に従事したとき

主な支給対象業務

22.7

主な支給対象職員

58,650

支給率

支給実績（２９年度決算）

日額400円～700円

公害調査のうち水質、騒音、排気ガス測定や、塩化水
素等の有害ガスの発散する場所で行う立入検査等

用地の取得又は物件の損失補償の
交渉事務（民地）

日額300円

消防の機関員が勤務したとき

肢体不自由のある児童の保育、指導、治療相談、心理
判定、保健及び訓練補助の業務、その他の訓練業務

1回510円

日額300円

支給職員１人当たり平均支給年額（２９年度決算）

支給対象職員数

支給実績（２９年度決算）

救急救命士が規則で定める救急救
命措置を行った場合

納税督励、差押執行、公売執行

社会福祉業務従事

行旅病人、行旅死亡人及び変死人
の処置作業

日額600円、１人につき600円

１回1,000円、2,000円

納付督励、滞納処分事務

日額300円

ごみ収集、又はごみ処理作業等

日額1,000円

用地取得等従事手当

当該業務に従事じた職員

当該業務に従事した職員

支給職員１人当たり平均支給年額（２９年度決算）

20種類

222,109

職員全体に占める手当支給職員の割合（２９年度）

日額600円、１人につき600円

日額300円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条第1項又
は浄化槽法第53条第2項に規定する立入検査

診療所に勤務する医師の診療従事、
エックス線取扱業務

市税以外の徴収に従事した職員

保健所業務従事手当

国際緊急援助活動従事手当

手当の名称

国際緊急援助活動に従事したとき

道路技能員

当該業務に従事した職員

当該事務に従事した職員

災害応急対策業務従事手当

左記職員に対する支給単価

8,382

国の制度（支給率）

日額240円～350円当該業務に従事した職員

当該業務に従事した職員

387支給職員１人当たり平均支給年額（２９年度決算）

感染症患者接触業務、結核患者接触業務、エックス線
取扱業務、化学検査、犬･猫引取等業務、毒劇物関係
立入検査

　　　　（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

454

12

支給職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算）

支給実績（２８年度決算）

機関員手当

当該業務に従事した小・中学校の教
育職員（校長、副校長を除く）

当該業務に従事した救急救命士

消防の機関員

当該作業に従事じた職員

救急業務従事手当

手当の種類（手当数）

市税事務従事手当

社会福祉業務従事手当

行旅病人の処置作業従事手当

当該業務に従事した職員障害者訓練業務従事手当

国民健康保険診療所業務従事手当

相模原市 12

環境衛生検査業務従事手当

市税外諸収入事務従事手当

清掃業務従事手当

当該診療、業務に従事した職員

日額4,000円

道路上作業従事手当

公害調査等従事手当

当該処置作業に従事した職員

月額350,000円
日額260円

市税の徴収に従事した職員

当該調査等に従事した職員
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（6）その他の手当（平成３０年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

　　　家賃23,000円以下

　　　家賃23,000円超え

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円義務教育等
教員特別手当

小・中学校の教育職員に給料表の級号給に応じた定額を
支給

単身赴任手当

配偶者の住居との交通距離
に応じた加算額

同

　その他の扶養親族（父母等） 6,500

内容及び支給単価 平均支給年額（29年度決算）

0

9,965

218,136

2,477,867

国の制
度 と の
異 同

初任給調整手当

通勤手当

家賃から12,000円を控除した額

手　当　名

異

　　　片道2km未満…支給せず
　　　片道2km以上…使用距離に応じ
　　　　　　　　　　　　　2,000円～31,600円

79,581

（29年度決算）

274,983

支給職員１人当たり

552,000

支給実績

　　配偶者がない職員の子のうち１人目

10,800

管理職手当

異なる内容

住居手当

　医師及び歯科医師の職（国民健康保険診療所に勤務す
るものを除く。）に新たに採用された職員で、月額250,600
円を超えない範囲の額を採用の日から３５年以内の期間
について支給

国の制度
俸給の特別調整額
46,300円～139,300
円

千円

22,301

千円

30,000基礎額

　　①交通機関利用者

1,656

異

千円

　通勤のため、交通用具又は交通機関等の交通手段に
よって住居と勤務地を往復する場合に支給

9,500

　　　６箇月を超えない期間（支給単位期間）につき算出し
　　　た運賃等相当額（６箇月定期券等低廉な価格）を
　　　一括支給。ただし、１箇月当たりの限度額が55,000円

　宿日直勤務職員に支給

扶養手当

宿日直手当

7,700

　管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定め
る
ものについては、その職務の特殊性に基づき支給
　等級、職により、月額６０，３００円～１０６，２００円

　　　1回4,200円

　　満16歳の年度の初めから満22歳の
　　年度末までの子等の加算

　　配偶者がない職員の父母等のうち１人目

上限27,000円

　正規の勤務時間として、午後10時から翌日午前5時まで
の間に勤務を命じられた職員に支給

　　②交通用具使用者

自ら居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超え
る家賃を支払っている職員で、借受名義人であるもの

上限70,000

円

異

扶養親族のある職員に支給

10,700

　配偶者

　子

　勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、
住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを
得ない事情により、同居していた配偶者と別居することと
なった職員

同

5,000

548,041

2,990

　国の制度では、常
直勤務は月額
21,000円、その他特
別宿日直勤務は1
回5,100円～20,000
円

千円

601,553

異

千円

　国の制度では、科
学技術に関する専
門的知識を有する
職員を対象とするな
ど支給範囲及び支
給額が異なります。

同

53,693
休日勤務手当 同

83,063

千円

同

　管理職手当の支給を受ける職員が
①臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週
休日又は休日に勤務した場合
②災害への対処その他の臨時又は緊急の必要による週
休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間であっ
て正規の勤務時間外の時間に勤務をした場合

　休日の正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職
員に支給

管理職員
特別勤務手当

夜間勤務手当

　管理職手当の支給区分等に応じた定額を支給

670,331

千円

千円

国の制度と

　国の制度では、配
偶者6,500円、子
10,000円、その他の
扶養親族6,500円、
満16歳の年度の初
めから満22歳の年
度末までの子等の
加算5,000円

千円

38,515

同

0

千円

176,621 57,270

23,224

千円
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５　特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

月分

月分

（注）１  　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。 

６　職員数の状況

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人

人)

人

人)

人
（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

21,926,400円

円／

1,599,000

1,061,000

議 員

（支給時期）

副 市 長

給料月額×在職年数×480／100

3

△ 1

給料月額×在職年数×360／100

7,392

清掃工場機械運転業務の民間委託による減員　等

3,198

48

105.96

45.05

3,452

6病 院 6

人口１万人当たり職員数

119

△ 4

(類似団体の人口１万人当たり職員数

792,000

円／

88

＜参考＞

＜参考＞

107.20

＜参考＞

人口１万人当たり職員数

0

△ 3

(類似団体の人口１万人当たり職員数

△ 6

配置職員数の見直し

102.93

0

人口１万人当たり職員数

　（２９年度支給割合）

円／

任期毎

（１期の手当額）

556 △ 19

議 会

議 員

議 長 　（２９年度支給割合）

1,179,000

給
料

教 育 部 門

衛 生

9

0

△ 18

13,464,000円

46

報
酬

730

高齢者虐待相談件数増への対応による増員　等

配置職員数の見直し

配置職員数の見直し

学校空調設備改修への対応による増員　等

3

退職に伴う減員

0

消防初任研修者（新規採用）の増

670,000

副 市 長

円／

市 長

953,000

副 議 長

6 △ 1

窓口対応業務の民間委託による減員　等

市民税の課税体制強化

障害者福祉施設の民間移譲による減員　等

500,000

648,000

3.30

3.30

任期毎

779,000

711 5

3,216

△ 2

3

計

そ の 他

会
計
部
門

公
営
企
業
等

下 水 道

水 道

普
通
会
計
部
門

労 働

消 防 部 門

一
般
行
政
部
門

土 木

農 林 水 産

税 務

商 工

　　　２  　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、
　　　　　　１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

46

218

0

217

23

平成２９年

対前年
増減数

主な増減理由

733

44.53

3,461

475

職 員 数

平成３０年

87

218

　　（算定方式）

　　　　　　　　区　　分

　　部　　門

1

小　計

3

122

[7800]

51

216

[7800]

473

703,000713,000

議 長 779,000

1,285,000副 市 長 935,000

市 長

（参考）政令指定都市における最高／最低額

1,142,000

7,398

575

5

小 計

市 長

総務 716

副 議 長

区 分

円／

2

期
末
手
当

退
職
手
当

給　料　月　額　等

7,614

23

7,610

民生 1,113 11,112
児童虐待相談件数増加への対応による増員

オリンピック・パラリンピックの推進による増員
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（2）年齢別職員構成の状況（平成３０年４月１日現在）

　

（3）職員数の推移
（単位：人・％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

教育

消防

普通会計計

平成２６年

206

522

3,137 3,202

4,381 4,464

　　　　　　年度

　部門別

以上

人

51歳

増減数（率）

60歳48歳

計

～～

31歳 35歳

56歳

527

735

一般行政

3,452

722

55歳

平成２５年

902

27歳

職員数

過去５年間の

697653

2,939

11

7,610

( 1.9 %)

295

平成２９年

7,610総合計

732

( 68.7 %)

( 1.5 %)

公営企業等会計計

( 65.9 %)

730

3,0117,392

3,216

733

613,198

人

3,461

4,671 4,699

平成３０年

950

218

679

39歳

680

3,0234,684 7,614

～

( 5.8 %)12

人人

～

( 563.0 %)

59歳47歳

739987

7,398

4,587

26722

人 人人 人人 人

20歳 32歳

未満 23歳

28歳

区　分

～

20歳 24歳 40歳36歳

43歳

3,198

平成２７年 平成２８年

216

～

4,490

528

～

209

52歳

～ ～

44歳

742

4,468

739

人 人

526

3,232

207

人

～

216

0

2

4

6

8

10

12

14

構成比

５年前の

構成比

%
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